
今後、アンケートや集落協議を行います。
アンケートは令和５年８月,９月に順次実施

農業者のみなさんへ

関係者

人・農地プランの法定化により、

「地域計画」として、農地一筆ごとの
将来の利用や担い手を明確化していきます。

① 現在の農地の耕作状況や耕作者の把握
② 地域の農地の将来（10年間）の利用や管理
③ 農地の将来的な集約化などの検討や調整



【

「地域計画」に関するお問い合わせは
糸島市 農業振興課 地域計画係（092-332-2087）


